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平成23年７月１日

自 動 車 局

自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会の報告書
（平成22年度）の公表について

今般、国土交通省自動車交通局に設置した「自動車運送事業に係る交通事

故要因分析検討会」において、平成22年度の報告書をとりまとめましたので

公表致します。

国土交通省では、自動車局に、学識経験者、運送事業者、関係団体、関係省庁等からなる「自動

車運送事業に係る交通事故要因分析検討会」（座長：堀野定雄 神奈川大学工学部客員教授）を設

置し、事業用自動車の事故の要因について、運行管理その他の観点から、調査・分析を行うとと

もにその結果を踏まえた再発防止策の検討を行っており、毎年度その結果を報告書として取りま

とめ公表しています。

平成22年度においては、交通事故の傾向分析、特定テーマ「乗合バスの車内事故を防止するた

めの安全対策の充実」及び事業用自動車による社会的影響の大きい重大事故の要因分析を実施

し、これを報告書として取りまとめました。

本報告書の内容については、運送事業者における事故防止の取組に活用していただけるよう、

昨日、事業者団体に対して各運送事業に周知することを依頼しています。

※報告書本体については、国土交通省ホームページをご覧下さい。

（http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03analysis/examination.html）

【問い合わせ先】

国土交通省自動車局

安全政策課　諸川、倉持

　電話03-5253-8111（内線 41622 , 41625）

　直通03-5253-8566

国土交通
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基安安発0704第１号

平成23年７月４日

社団法人全日本トラック協会会長　殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部

安全課長

「あんぜんプロジェクト」について（お知らせ）

労働災害の防止につきましては、平素から格別の御協力を賜り深く感謝申し上げます。

さて、厚生労働省におきましては、全国安全週間（７月１日から７月７日）にあわせて、７月１

日から「あんぜんプロジェクト」を立ち上げました。

平成22年は労働災害で1,195人の方が亡くなっており、107,759人の方が休業４日以上を余儀

なくされる労働災害に被災されています。もとより、働く方の安全と健康を確保することは事業

者の責務ですが、そのためには、企業とそこで働く方々の創意と工夫による不断の努力が不可欠

です。また、安全への取組は、働く人の能力向上、企業の生産性向上、家族の安心やワークライフ

バランスの実現にも良い影響を与えます。さらには、消費者の皆様に良質な製品やサービスを提

供することにつながるものです。

「あんぜんプロジェクト」では、上記のような安全への取組を企業価値を評価する一つの要素

として捉え、プロジェクトに参加される企業（プロジェクトメンバー）の取組を広く国民の皆様

と応援することにより、労働災害のない元気な日本を創るための取組を加速させてまいります。

また、「あんぜんプロジェクト」をより幅広くPRし、安全への取組に意欲のあるプロジェクト

メンバーが国民の皆様や企業間取引において評価されるよう、「あんぜんプロジェクト」サイト

を立ち上げました。同サイトから、プロジェクトメンバーの安全への取組等をご覧いただけるよ

うになります。

プロジェクトメンバーとして参加される企業を同サイトで募集していますので、貴団体会員各

位への周知等各段の御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

「あんぜんプロジェクト」サイト

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/

厚生労働
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全ト協発 第231号（企）

平成23年7月22日

都道府県トラック協会

　　会　長　殿

㈳全日本トラック協会

会　長　星   野   良   三

東北地方高速無料化に伴う目的外利用の是正について

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、当協会の業務運営にご尽力賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日、別添のとおり国土交通省道路局高速道路課より、東北地方の高速道路IC周辺にお

いて、被災地域の復旧・復興とは異なる目的でのUターン走行を行わないよう周知徹底していた

だきたい旨の通知がありました。

ご案内のとおり、6月20日より東北地方の高速道路無料化が実施されておりますが、この施策

の目的は、被災地の一日も早い復旧・復興のための物資輸送に寄与するため、東北地方を起終点

とするトラック輸送に関して、無料化を実施しているものであります。

最近、この趣旨に反して、東北地方への物資輸送でない運送に携わるトラック車両が、水戸

IC、白河IC等から一般道に出てUターンをして無料の恩恵を被っている車両が見受けられます。

これらの車両によって、周辺住民に対する騒音、振動、通学児童に与える恐怖等、過大な被害を

与えている事実は看過しがたいものであります。

つきましては、このような行為が横行いたしますと、被災地の復旧・復興に携わっている事業

者に迷惑をかける行為となり、例えば事故等が起こった場合、無料化施策が取り止めになる可能

性も考えられますので、貴協会傘下会員事業者に対しまして、このような走行を行わないよう周

知徹底頂きますようお願い申し上げます。

敬具

全 ト 協
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別　添

事 務 連 絡

平成23年7月22日

社団法人全日本トラック協会　殿

国土交通省　道路局高速道路課

東北地方の IC周辺における走行について（依頼）

復旧・復興の物資等輸送のため、東北地方（水戸エリアの常磐道を含む）のトラック、バス（中

型車以上）については、その緊急性に鑑み、6月20日より当面8月末まで、高速道路を無料開放し

ています。

この無料開放後、東北自動車道白河IC、常磐自動車道水戸IC等において、一部のトラック等に

よる被災地域の復旧・復興とは異なる目的でのUターン走行が確認されており、通学路等の生活

道路への進入など、周辺地域における交通安全上の影響も懸念されます。

つきましては、本施策の趣旨にそぐわないUターン走行を行わないように、貴協会傘下会員に

対し、周知徹底願います。
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第39回トラックドライバーコンテスト兵庫県大会が開催されました

7月23日（土）、兵庫県警察本部運転免許試験場において猛暑の中、第39回トラックドライバーコン

テスト兵庫県大会が開催され、31名の選手が熱戦をくりひろげました。

選手の皆様、関係者の方々どうもありがとうございました。

入 賞 者 及 び 入 賞 事 業 所
（敬称略）

部　門 順位 氏　　　　名 所　属　事　業　所 備　　考

４ ト ン

優勝 内 田 能 功
日本通運㈱

明石航空支店 明石営業課
神戸運輸監理部長賞

２位 橋 本 則 行
日本梱包運輸倉庫㈱

神戸営業所

３位 太 田 智 幸 栄進急送㈱　本社営業所

11 ト ン

総合

優勝
髙 嶋 哲 也

日本通運㈱　姫路支店

姫路西流通事業所

兵庫県警察本部長・

兵庫県交通安全協会長賞

２位 岸 本 雅 史 ㈱浜田運送　本社営業所

３位 喜 住 　 茂 ㈱ショーゼン　本社営業所

トレーラ

優勝 稲 垣 隆 志
日通兵庫運輸㈱

神戸事業部
兵庫県知事賞

２位 中 村 忠 彦 ㈱浜田運送　本社営業所

３位 横 井 　 誠 大同商運㈱　尼崎営業所

事務局からのお知らせ



優勝おめでとうございます

	 ４トン	 11トン	 トレーラ

	 内田さん	 髙嶋さん	 稲垣さん
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兵庫労働局からのお知らせ
兵庫労働局長

陸上貨物運送事業の荷役作業における
労働災害防止対策の推進について（要請）

陸上貨物運送事業（以下「陸運業」という。）における休業４日以上の死傷災害発生状況をみますと、全国的には、全
産業の１割強を占め、そのうち、７割が荷役作業時に発生しており、さらにそのうち３割強が墜落・転落災害と最も多
くなっております。また、全産業と比べ、過去10年間の災害減少率が低く、災害発生率が高止まりの状況にあります。
また、当局管内におきましても、陸運業における昨年の休業４日以上の死傷災害件数は、全体で497件と、一昨年の

541件に比べ減少しておりますが、墜落・転落災害は昨年が140件と、一昨年の126件に比べ14件、11%の増加となっ
ております。
つきましては、陸運業における荷役作業時の墜落・転落災害等労働災害の減少を図るため、今般、別紙のとおり「陸

上貨物運送事業の荷役作業における労働災害防止対策」が策定されましたので、貴協会の会員事業場に対して本対策
の周知・指導を図っていただくとともに、関係団体等との連携・協力を図っていただき、陸運業における荷役作業時
の安全衛生水準のより一層の向上に努められるようお願いします。

別紙１

陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害防止対策

１．基本的考え方
陸上貨物運送事業（以下「陸運業」という。）においては、労働者が貨物自動車運転者又は荷役作業者として、所属す
る事業者による直接的な管理監督の場を離れて、荷主、配送先、元請事業者等（以下「荷主等」という。）自社以外の場所
（以下「荷主先等」という。）において、自社単独又は他社の労働者と共同で作業が行われるといった作業形態について
の特徴がみられる。
また、荷主等が提供する荷の積卸し現場の作業環境や荷主等が示す発注条件の影響を受けやすいといった特徴も
みられる。
このような特徴から、陸運業においては、労働者が荷の積卸し作業や荷締め・シート掛け作業中に荷台や荷から墜
落・転落する労働災害が最も多く発生しており、また、荷の取扱運搬作業中の動作の反動や転倒による災害、フォーク
リフト運転作業における激突、はさまれ災害が目立っている。
このため、陸運業の荷役作業における労働災害防止対策の推進に当たっては、陸運業の事業者（以下「陸運事業者」
という。）の努力だけでは困難な面もあり、荷役作業場等を管理する荷主等が、
⑴　荷役作業場において作業床の設置等安全な作業環境を整備する
⑵　貨物自動車運転者が行う走行や荷役作業に負荷のかからない発注条件を示す
など、陸運事業者が行う安全衛生対策に対して、積極的に関与することが重要である。
ついては、陸運事業者と荷主等が密接な連携協力を図るとともに、これら事業者の関係団体、陸上貨物運送事業労
働災害防止協会（以下「陸災防」という。）及び労働基準行政が一体となって、陸運業の荷役作業における労働災害防
止対策を推進していくこととし、同対策の推進に当たっては、関係法令の遵守はもとより、危険性又は有害性等の調
査及びリスク低減措置（以下「リスクアセスメント等」という。）の実施を促進させ、安全な作業環境を整備すること
により、自主的な安全衛生活動を活性化し、もって陸運事業者が行う荷役作業における安全衛生水準の一層の向上
を図ることとする。

２．対策における関係者別実施事項
陸運事業者、荷主等及び荷主となり得る企業を会員に多く抱える商工会議所、経営者協会等の団体（以下「荷主関係
団体」という。）並びに陸災防及び陸運業関係団体においては、次の実施事項を的確に実施すること。
⑴　陸運事業者
陸運事業者においては、別紙１- １「陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害を防止するため事業者が
講ずべき措置」について、確実な実施を図ること。また、リスクアセスメント等を実施するように努めるなど、
自主的な安全衛生活動を推進し、安全衛生水準の向上を図ること。
⑵　荷主等及び荷主関係団体
荷主等においては、陸運事業者の労働者の安全な荷役作業のため、別紙１- ２「陸上貨物運送事業の荷役作業
における労働災害を防止するための荷主等の実施事項」を実施すること。また、荷主関係団体においては、荷主
等の実施事項について、会員に対して周知すること。
⑶　陸災防及び陸運業関係団体
陸災防は、次の事項を主体的に実施・推進すること。
ア　労働災害防止に関する中・長期的な事業計画の策定
イ　各種情報の分析・提供、調査研究活動の推進
ウ　安全衛生教育の充実、広報活動の推進
エ　事業者の労働災害防止対策の推進に対する必要な指導・援助
オ　安全衛生意識の高揚のための諸活動
カ　安全作業マニュアル等の作成・普及
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キ　安全パトロールの実施
また、陸運業関係団体は、陸災防が行う上記の事項について連携を図るとともに、陸運事業者が行う安全衛生
活動に対する必要な支援を行うこと。

３．労働基準行政の実施事項
２に掲げた事項について、陸運事業者が的確に労働災害防止対策を実施するよう必要な指導等を行うこと。また、荷
主関係団体への必要な協力要請を行いつつ、荷主等が陸運事業者と連携協力して安全な作業環境整備に向けた事項を
実施するよう指導を行うこと。さらに陸災防及び陸運業関係団体において、それぞれの役割に応じて適切な措置が実
施されるよう必要な指導、要請等を行うこと。

別紙１-１

陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害を防止するため

事業者が講ずべき措置

陸上貨物運送事業（以下「陸運業」という。）における事業者（以下「陸運事業者」という。）は、荷役作業における労
働災害防止を推進する主体として、責任を有するものであるが、大幅な労働災害減少を効果的に進めるため、荷主、
配送先、元請事業者等（以下「荷主等」という。）に対して作業環境の整備に係る協力を要請するなど荷主等と緊密な
連携協力を図りながら、「１．基本的事項」に定める事項について必要な措置を講じるとともに、それぞれの荷役作業
の種類に応じて「２．荷役作業別の労働災害防止上の重点事項」により具体的な対策を進めることとする。
１．基本的事項
⑴　安全衛生管理体制の整備等
労働災害の防止は事業者の責務であり、経営トップが率先して事業場における安全衛生方針を表明した上で、
効果のある安全衛生管理を行うため、各級管理者の役割、責任、権限を明確にした安全衛生管理体制を整備する
こと。その際、必要な管理者等の選任や安全衛生委員会など労働者の意見聴取の場の設定といった労働安全衛生
法（以下「安衛法」という。）に規定された事項の履行はもとより、陸運業に特有の労働災害防止の観点から、次
の事項に留意して行うこと。
ア　必要な管理者等の選任
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者（安衛法第 10、11、12、12 条の２関係）、交通
労働災害防止担当管理者など安全衛生を管理する者を選任すること。
現場の作業の指揮等に必要な、はい作業主任者、車両系荷役運搬機械等作業指揮者、積卸し作業指揮者等を選
任すること（労働安全衛生規則第 428、151 条の４、420 条関係）。
イ　安全衛生管理規程の作成、整備
安全衛生管理体制、各管理者等の職務と権限、労働者の遵守事項等をわかりやすく文書化した「安全衛生管理
規程」を作成、整備すること。
ウ　リスクアセスメントの実施体制の整備
荷役作業について、作業現場に応じて危険性又は有害性等の調査（以下「リスクアセスメント」という。）を実
施する担当者を定めるなど実施体制を整備すること（安衛法第 28 条の２関係）。
エ　目標の設定及び計画の作成、実施、評価、改善等
トップが表明する安全衛生方針に基づき、安全衛生目標を設定の上、これを達成するため、リスクアセスメン
ト実施結果に基づき、具体的なリスク低減措置等を含む年間安全衛生計画を作成すること。次いで、計画に従っ
て安全衛生対策を実施した上で、その実施状況・効果等について、一定期間ごとに評価し、必要な改善を行うこ
と。
オ　労働者からの意見聴取
安全衛生委員会等労働者からの意見聴取の場を設ける（安衛法第 19 条関係）とともに、荷役作業時の労働災
害防止及び交通労働災害防止に関する事項を必ず調査審議すること。

⑵　荷主等との連携協力による安全対策の推進
陸運事業者は、荷主等自社以外の場所（以下「荷主先等」という。）での労働災害や複数の事業者の労働者によ
る混在作業における労働災害を防止するため、次の事項に留意して荷主等と連携協力して安全対策を進めること。
なお、元請事業者においては、下請事業者に対して連絡調整事項を伝達するとともに、下請事業者が行う安全
衛生教育に対する資料の提供、講師の派遣等必要な支援を行うこと。
ア　荷主等に対して、運送契約時において、荷役作業の有無、運搬方法、作業の分担等の作業条件及び作業場所
の環境、作業の留意点等の連絡調整に係る事項について別添１を参考に文書により適切な取決めを行い、その
内容を作業者全員に伝達すること。
イ　荷主等に対して、運送の都度、事前に荷役作業の有無、運搬物の重量、荷役作業方法等荷役作業の内容を「安
全作業連絡書（例）」（別添２）を参考に確認すること。その上で、運転者等に対して、荷役作業の内容等を周
知するとともに、必要な安全対策を指示すること。
ウ　荷役作業を行う可能性がある場合には、安全な作業方法の確立について、当該荷主と協議する場を設けるよ
う荷主に対して働きかけること。特に、死傷災害の多くを占める荷役作業における墜落 . 転落災害の防止につ
いては、高所での作業をできる限り避ける作業方法とするとともに、作業床、手すり、墜落防止柵の設置等の
設備面の対策を荷主等に対して協力を要請すること。
エ　荷主等との連携協力によりリスクアセスメントを実施し、墜落災害防止用の設備面での対策、適切な作業計画、
作業手順書の作成等適切なリスク低減措置を講じること。

⑶　適切な作業計画及び作業手順書の作成による安全な荷役作業方法の確立
安全な荷役作業方法を確立するため、作業計画及び作業手順書を次の点に留意して作成すること。
なお、墜落等の危険のある作業においては、墜落時保護用の保護帽を必ず着用させること。
ア　荷役作業を行う場合には、作業場所の状況、フォークリフト等の荷役運搬機械の使用の有無及び使用する場
合の種類と能力、荷の種類と形状、重量等に適応する作業計画を作成し、作業者に周知 - 徹底すること。なお、
荷役運搬機械に係る作業計画を作成するに当たっては下記⑷　のリスクアセスメントの結果を踏まえたものと
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すること。
イ　作業計画に基づき、荷役作業の安全の確保に十分配慮した作業手順書を作成し、関係作業者等に周知すること。
ウ　荷主先等での荷役作業における作業計画、作業手順書の作成に当たっては、荷主等との協議の場等を活用す
るなどにより荷主等と連携すること。
エ　労働者に荷役作業を行わせる場合、労働者の疲労に配慮して十分な休憩時間を確保すること。
なお、事前に予定していない荷役作業を行わせる場合は、必要な休憩時間の確保のため、走行計画を変更する
こと。
オ　荷役作業による労働者の身体負荷を減少させるため、台車、テールゲートリフタ一等適切な荷役用具・設備
の車両への備付け又はフォークリフト等の荷役運搬機械の使用に努めること。
カ　貨物自動車に荷を積載して走行させる場合は、特に次の事項を徹底すること。
ア　最大積載量を超えないこと。
イ　偏荷重が生じないように積載すること。
ウ　荷崩れ又は荷の落下を防止するため、荷にロープ又はシートをかける等の措置を講ずること。

⑷　機械設備に係る安全性の確保
ア　適正な方法による機械の使用及び検査等の適正な実施
車両系荷役運搬機械をはじめとする機械設備の使用に当たっては、製造者等から提供される使用上の情報（危
険情報）を活用してリスクアセスメントを行い、その結果に基づき適切な危険防止対策を講ずること。また、車
両系荷役運搬機械について、法令に定められた適正な方法による作業を行うとともに、定期自主検査、作業開始
前点検、修理等を適正に実施すること。
イ　荷役作業の墜落防止等設備に係る安全性の確保
作業床、手すり、柵、防網等墜落・転落防止等の設備については、荷主等に協力を要請することにより、適正
な構造要件を確保するとともに適宜点検、整備を励行することによりその安全の確保を徹底すること。
ウ　リース業者等の措置への対応
リース業者が貸与する機械設備については、その点検整備状況について確認すること。

⑸　安全衛生教育等の推進
ア　法定の資格等の取得
次の危険な業務等については、安衛法に基づく資格、技能講習の受講が必要であり、これらの資格等を計画的
に取得させること。
ア　最大荷重１トン以上のフォークリフトの運転業務
イ　最大荷重１トン以上のショベルローダー運転業務
ウ　最大荷重１トン以上のフォークローダー運転業務
エ　高さ２メートル以上のはいのはい付け、はいくずし等の作業における作業主任者の職務
オ　つり上げ荷重が５トン以上の移動式クレーン運転業務
カ　つり上げ荷重１トン以上の移動式クレーンの玉掛け業務
キ　つり上げ荷重が１トン以上５トン未満の移動式クレーン運転業務
イ　安全衛生教育
安全衛生教育の実施に当たっては、安衛法及び同法第 19 条の２第２項に基づく能力向上教育に関する指針、
同法第 60 条の２第２項に基づく安全衛生教育に関する指針及び「安全衛生教育推進要綱」（平成３年１月 21 日
付け基発第 39 号「安全衛生教育の推進について」により示されているもの。）に基づき、次に掲げる教育をはじ
めとして、それぞれの労働者の職務の内容に応じ、対象者、実施時期、教育内容等を適切に定めるとともに、労
働者の職業生活を通じた中長期的な推進計画を整備すること。特に陸運業における労働災害の８割は貨物自動
車運転者が被災していることから、貨物自動車運転者に対する雇入れ時等安全衛生教育の充実に留意すること。
なお、これら教育を事業者のみで行うことが困難な場合は、安全衛生関係団体等が実施する安全衛生教育を計画
的に受講させること。
ア　雇入時等の安全衛生教育
イ　フォークリフトの運転の特別教育（最大荷重１トン未満）
ウ　小型移動式クレーンの運転の特別教育（つり上げ荷重１トン未満）
エ　フォークリフト運転業務従事者教育
オ　車両系荷役運搬機械等作業指揮者教育
カ　積卸し作業指揮者教育
キ　危険予知訓練（交通・荷役）
�　リスクアセスメント教育
�　腰痛予防管理者教育
ウ　荷役作業現場の作業責任者に対する教育
荷役作業現場において作業指揮をする責任者に対しては、安全な荷役作業方法について、職長教育に準ずる安
全衛生教育を実施すること。

⑹　腰痛予防対策
陸運業においては、荷役作業において重量物を取り扱う機会が多いこと、また、長時間の車両運転を行うこと
が多いことから、「職場における腰痛予防対策指針」（平成６年９月６日付け基発第 547 号）に基づき、重量物取
扱い作業、長時間の車両運転等の作業の作業態様別の対策を講じるとともに、重量物取扱い作業等に常時従事す
る労働者に対し「腰痛予防のための労働衛生教育」を実施すること。
⑺　派遣労働者の安全衛生の確保
派遣労働者の安全衛生の確保については、「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について」（平成 21
年３月 31 日基発第 0331010 号）に基づき、派遣先事業者として派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための
措置を現場の状況に即して適切に講ずるとともに、それぞれの責任区分に応じた安衛法上の措置を講じる必要性
から、派遣元事業者との連絡調整を的確に実施すること。

２．荷役作業別の労働災害防止上の重点事項
⑴　人力荷役作業の各作業（荷の積卸し作業、荷締め・シート掛け等作業）に共通の事項
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貨物自動車からの荷の積卸し作業などの人力荷役作業においては、墜落・転落災害が最も多いことから、これ
による労働者の危険を防止するため、次の事項を実施すること。
ア　平荷台の上での作業や荷の上の移動は可能な限り避け、地上での作業や移動とすること。
イ　荷台からの墜落防止のための作業床を設置すること。
平荷台上での作業を行わせる場合には、荷台の周囲に墜落防止柵、作業床等を設置すること。

ウ　床面と平荷台、床面と平荷台の周囲に設けた作業床との昇降については、安全に昇降できる設備を設置する
こと。
エ　箱型荷台上で作業を行わせる場合には、背を荷台外側に向けた姿勢で作業を行わせないこと。また、その姿
勢で後ずさりさせないこと。
オ　上記イ及びウの措置について、作業が荷主先等で行われる場合には、荷主等に対して協力を要請するなど連
携協力の上で講じること。
カ　墜落時保護用の保護帽を着用させること。
キ　雨天時に荷や荷台上で作業させる場合は、耐滑性のある靴を使用させること（安全靴の場合、JIS 適合品に
は「F」マークが表示されている。）。

⑵　人力荷役作業の各作業（荷の積卸し作業、荷締め・シート掛け等作業）別に特有の事項
ア　荷の積卸し作業
ア　荷主先等において荷主等の労働者と荷の積卸し作業を共同で実施する場合、あらかじめ、作業の役割分担
を明確にした上で、作業間の連絡調整を十分に行うこと。
イ　フォークリフト等による荷の積卸しの際に荷や荷台の上で作業を行う場合は、当該フォークリフトの作業
範囲に立ち入らないとともに、フォークリフト等の運転者から見える立ち位置を確保すること。
ウ　荷台のあおりを立てる場合には必ず荷台にロックをかけて固定すること。
イ　荷締め作業
ア　作業時の貨物自動車の逸走を防止するため、車止め等の措置を講じること。
イ　あおりの上に立つ場合には、あおりが荷台に固定されていることを確認すること
ウ　荷締め器具の機能について、作業前に点検を行うこと。
ウ　シート掛け・シート外し作業
ア　地上で行うこと。地上で行うことができない場合には荷台の周囲に作業床を設け、作業床上で行うこと。
イ　シートが荷やあおりなどに引っ掛かった場合に、無理に引っ張らないようにすること。

⑶　取扱い運搬作業
荷の取扱い運搬作業においては、「無理な動作」による災害が最も多いことから、「職場における腰痛予防対策
指針」における「重量物取扱い作業」の対策に基づき、自動化省力化、取扱重量、荷姿改善、作業姿勢・動作、
取扱時間等に留意する他、特に次の点に着目して、作業負担を軽減すること。
ア　荷に正しく向き、膝を軽く曲げ、腰を落とし、背筋を伸ばしてしっかり持つこと。
イ　床上50cm以下又は胸より高い位置で取り扱わないこと。
ウ　荷物の重量が55kg を超える荷は２人以上又は台車により取り扱うこと。
⑷　フォークリフトによる荷役作業
フォークリフト作業においては、墜落・転落、はさまれ・巻き込まれ、激突、あるいは激突され災害と様々な
型の労働災害が発生しており、また、運転者のみならず、周囲の荷役作業者にも被害が及ぶことから、次に掲げ
る管理面の対策及びフォークリフトを使用する際の対策を講じること。
ア　作業を行う前の管理面の対策
ア　作業計画の作成及び周知
当該作業に係る場所の広さ、地形、荷の種類等に適用する作業計画を定め、その作業計画により作業を行
わせること（労働安全衛生規則第151 条の３関係）。
イ　作業指揮者の選任
フォークリフトを用いて作業を行うときは、「車両系荷役運搬機械等作業指揮者』を定め、作業計画に基づ
き荷役作業の指揮を行わせること。なお、作業指揮者には、平成４年12 月11 日付け基発第150 号「車両系
荷役運搬機械等作業指揮者に対する教育について」に基づき、安全教育を実施すること（労働安全衛生規則
第151 条の４関係）。
ウ　就業制限等
フォークリフトの能力に応じて、最大荷重１トン以上であれば、運転技能講習を修了した者でなければ運
転はできないこと（１トン未満であっても、事業者は特別教育を運転者に実施しなければならない。）（労働
安全衛生規則第41 条及び第36 条関係）。
エ　点検 , 定期自主検査の実施
作業開始前点検、定期自主検査（月次、年次）、特定自主検査（年次）を実施すること（労働安全衛生規則
第151 条の21 ～ 24 関係）。

イ　実際の作業を行う上で不安全状態及び不安全行動を防止する対策
ア　接触の防止
フォークリフトや荷と接触する危険のある箇所への立入禁止を徹底するため、運行経路と歩道の分離、立
入禁止区域の設定、標識の設置などの措置を講ずること（労働安全衛生規則第151 条の７～９関係）。
イ　用途外使用の禁止
フォークリフト等の車両系荷役運搬機械を荷のつり上げ、労働者の昇降等主たる用途以外の用途に使用し
てはならないこと（労働安全衛生規則第151 条の14 関係）。
ウ　作業者の服装等
フォークリフトの運転の際には、作業衣の袖等がレバーに引っかかり不意の動作による労働災害の発生を
防止するため、袖口の締まった服を着用するとともに、運転席から身を乗り出す等の行動をしないこと。
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別紙１-２

陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害を防止するための
荷主等の実施事項

１．基本的考え方

陸上貨物運送事業（以下「陸運業」という。）における労働災害は、被災者の８割が貨物自動車運転者で、全体の７
割が荷役作業時に発生している。荷役作業時の災害では、墜落・転落災害が最も多く、そのうち、７割近くが荷主、
配送先、元請事業者等（以下「荷主等」という。）の事業場で発生している。
こうした状況にあって、陸運業における荷役作業時の災害を大幅に減少させるためには、陸運業の事業者（以下「陸
運事業者」という。）が講じる安全衛生対策のみでは十分とは言えず、荷主等が陸運事業者に対して安全な作業環境
を設備面で協力することが効果的であり、大変重要である。
このため、荷主等が管理する事業場構内において、陸運事業者に荷役作業を行わせる場合には、次の２.に掲げる
必要な対策を実施することにより陸運事業場の労働者の安全確保に協力すること。

２．実施事項

⑴　労働災害防止のため陸運事業者と協議する場の設置
荷主等の管理する事業場における荷役作業に係る安全確保のための陸運事業者との協議の場を設置し、陸運事
業者との間で荷役作業に係る連絡調整が十分に行える体制を整備すること。

⑵　荷役作業の有無、内容、役割分担等の陸運事業者への通知
荷主等の事業場における陸運事業者による荷役作業の有無、運搬物の重量、荷役作業の内容、役割分担等につ
いて、「安全作業連絡書」（別添２）を活用するなどにより、事前に陸運事業者に通知すること。
また、通知する際には、当該陸運事業者から、作業者や運転者が必要な資格を有すること及び作業指揮者教育（車
両系荷役運搬機械等作業指揮者教育、積卸し作業指揮者教育）が実施されていることを確認すること。

⑶　自社以外の者に荷役作業を行わせる場合の安全対策（作業手順及び安全設備）
ア　貨物自動車の荷台等高所での荷役作業を陸運事業者に行わせる場合には、陸運事業者と連携の上、リスクア
セスメントとともに、その結果に基づき、適切なリスク低減対策（安全対策）を実施すること。
イ　貨物自動車の荷台で荷役作業を行わせる場合には、荷台の周囲に墜落防止策、作業床等墜落転落防止のため
の設備を設置すること。その際、設備については、適正な構造要件を確保するとともに、点検、整備を実施す
ること。
ウ　安全な荷役作業を行うための作業手順の作成に協力するとともに、作業手順を遵守していることを作業の立
会又は作業場所の巡視により確認すること。
エ　安全通路の確保、立入禁止箇所の標識の設置等荷役作業施設の安全化を図ること。

⑷　自社の労働者と自社以外の労働者が混在して作業する場合の安全対策
ア　上記⑶　アからエまでの事項を実施すること。
イ　陸運事業者と協議の上、自社と陸運事業者が行う荷役作業の役割分担を明確に取り決めるとともに、あらか
じめ、作業間の連絡調整が円滑になされるようにすること。
ウ　作業間の連絡調整は、施設内で計画されている陸運事業者の労働者が関わる全ての荷役作業について、その
内容、作業場所とその範囲、作業時間等を記入した書面を作成し、これを各荷役作業の班長及び作業者等に交
付する等により、安全な作業を確保すること。
エ　陸運事業者の労働者に対して、荷役作業の現場において、墜落時保護用の保護帽の着用や、フォークリフト
の用途外使用の禁止など法令に違反しないよう、必要な指導を行うこと。また、当該作業に関し、法令に違反
していると認めるときは、是正のため必要な指示を行うこと。

⑸　自社以外の者にフォークリフトを使用させる場合の事項等
ア　運転技能講習修了証を携帯していることを確認すること。
なお、最大荷重１トン未満のフォークリフトの場合は特別教育を受けていることを確認すること。

イ　フォークリフトを貸与する場合、定期自主検査を実施し、安全性の確認がなされたものを貸与すること。
ウ　作業者が資格等を持っていない場合、必要な資格等を持っている自社の作業者に使用させること。
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（別添１）

運送契約時に必要な連絡調整に係る事項

①　日時

運送日時、荷積み又は荷卸し開始及び完了時刻、車両の出発時刻又は到着時刻

②　荷の内容

荷の品名、数量、重量、荷姿、特性等

③　貨物自動車

使用車種及び台数

④　作業場所

荷積み又は荷卸し場所の地名、荷主の事業場名及び連絡先

⑤　作業場所の環境

車両の通行の可否、作業場の広さ、床面の状態及び屋内外の別、荷置き場の高

さ、荷役作業に係る設備の有無、風雨・降雪時における作業の可否など

⑥　積卸し作業の留意点

積卸し作業を荷主と共同で行う場合、作業の分担方法、作業指揮者の選任方法、

作業場内での合図・連絡の方法、積卸作業指揮者の氏名及び作業者の人数など

⑦　使用機械設備

積卸し作業に必要となるフォークリフト等の荷役運搬機械や、手押し車等の用

具について、荷主又は陸運事業者いずれの所有によるものを使用するか、また、そ

の種類、形式、能力、使用数及び点検整備状況、さらに荷役運搬機械の運転者の所

属及び氏名など

⑧　墜落防止用設備

作業床、手すり、柵、防網等墜落・転落防止等の設備の荷主先での設置の有無。

無の場合、それに替わる代替措置の提示等

⑨　付随する資格の要否

フォークリフト、クレーン等については、法定要件に応じて、免許、技能講習修

了等の資格又は特別教育実施。また、はい作業主任者の選任を要するときはその

資格、酸素欠乏危険場所に該当する場合には、酸素欠乏危険作業主任者の資格。
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（別添２）

安 全 作 業 連 絡 書（例）

この安全作業連絡書は、荷の積卸し作業の効率化と安全確保を図る観点から荷主又は配送先の

作業環境に関する情報をあらかじめ陸運業者の労働者であるドライバーに提供するためのもので

す。

発　　　　地 着　　　　地

積込作業月日 月　　　日（　　） 取卸作業月日 月　　　日（　　）

積込開始時刻 時　　　分　　　 取卸開始時刻 時　　　分

積込終了時刻 時　　　分 取卸終了時刻 時　　　分

積込場所

１．屋内　　２．屋外

取卸場所

１．屋内　　２．屋外

１．荷主専用荷捌場

２．トラックターミナル

３．その他（　　　　　　）

１．荷主専用荷捌場

２．トラックターミナル

３．その他（　　　　　）

積　
　

荷

品　　名

（危険・有害性）  有・無（　　　　　　　）

数量

総重量 　　　　　　　　　　㎏（　　　　　　　　　　㎏/個）

積付 １．バラ　２．パレタイズ　３．その他（　　　　　　　　　　　　　）

積 

込 

作 
業

作業の分担
１．荷主側 ２．運送業者側

３．荷主・運送業者共同 取

卸

作

業

作業の分担
１．荷主側 ２．運送業者側

３．荷主・運送業者共同

作業者数 　　　　　　　　　名 作業者数 　　　　　　　　名

使用荷役機械

有・無

１．フォークリフト

２．その他（ 　　　　　）

使用荷役機械

有・無

１．フォークリフト

２．その他（　　　　　 ）

免許資格等

１．フォークリフト

２．玉掛け

３．はい作業

４．その他（　　　　　 ）

免許資格等

１．フォークリフト

２．玉掛け

３．はい作業

４．その他（　　　　　 ）

その他特記事項　※「安全靴、保護帽を着用のこと」など安全上の注意等を記入すること。



３．申込要領

（１）　陸運労災防止協会兵庫県支部事務局へ定員枠の空き状況を電話で確認し、必ず予約

受付を行ってから次の①～④を現金書留で下記申込先に郵送して下さい。

①　受講申込書（Ａ４サイズにコピーして使用して下さい）

②　証明写真２枚（サイズ縦3.5㎝、横2.5㎝）

※　合格された場合の修了証に使用します。スキャナーで画像処理しプラスティック

カードにカラー印字いたしますので、スナップ写真、カラーコピー等画像の不鮮

明なものは使用できません。

　　　　２枚の内うち１枚は、①の受講申込書に貼り付けて下さい。

③　本籍地を証明できる書類

　　※　住民票の写し等（運転免許証に本籍地が記載されている場合は、免許証のコピー　

　　　でも可）

労働安全衛生法に係る技能講習のご案内

８時15分受付

学　

  

科

講 習 日 平成23年９月２日（金）　8時30分～

会 場 （社）兵庫県トラック協会
　神戸市灘区大石東町２丁目４－27
※受講者の為の駐車場はありません。
　（公共交通機関を利用して下さい）

実　
　
　

技

講 習 日 平成23年９月４日（日）　８時～
　　　　９月10日（土）　８時～
　　　　９月11日（日）　８時～

会 場 神戸港湾教育訓練協会
　神戸市中央区港島８－11－３　※駐車場：有

７時45分受付

受  講  資  格

普通自動車運転免許を
有し、満18歳以上の方。

合　　計

３３，６００円
内消費税５％
　　 1，600円

３５，０００円
内消費税５％
　　 1，666円

テキスト代

陸災防兵庫
県支部負担

１，４００円
内消費税５％
　　　 ６６円

受  講  料

３３，６００円
内消費税５％
　　 1，600円

３３，６００円
内消費税５％
　　 1，600円

兵ト協
会　員

非会員

陸上貨物運送事業労働災害防止協会　兵庫県支部

◎　フォークリフト運転技能講習会（31時間講習）〈兵庫労働局登録教習機関［兵労基安登録第12号］〉

１．講習日時・会場

２．受 講 料

��



至灘 ＪＲ西日本
ＪＲ六甲道駅

至住吉

至神戸 国道２号線

国道43号線

至大阪

至大石 至石屋川

至神戸 至大阪

メイン六甲ロータリー

ウェルブ六甲道2番街

銀行

歩道橋
銀行

関西
スーパー

六甲道
南公園

神戸市環境局
灘事業所

兵庫県
トラック協会

※利用交通機関
　ＪＲ六甲道駅から徒歩約10分
　阪神新在家駅から徒歩約５分

大石東第２住宅
シルバーハイツ
大　石　東

灘
区役所

グランド六甲
（ボウリング）

ベルコ
シティ
ホール

たばこ 公園

公園

阪神電鉄

烏帽子中学校

マンション

スーパーマルナカ

阪神新在家駅

ダイハツ

バイク屋

灘
郵
便
局

スーパートーホー

学 科 会 場
㈳兵庫県トラック協会
神戸市灘区大石東町２丁目４番２７号
ＴＥＬ（０７８）８８２－５５５６

実 技 会 場
神 戸 港 湾 教 育 訓 練 協 会

神戸市中央区港島８－１１－３

阪急三宮

ＪＲ三宮

中公園

神戸港

神　戸　港

ポ　ー　ト ア　イ　ラ　ン　ド

港島トンネル

北埠頭

中埠頭

南公園

ガソリン
スタンド

ポートライナー南公園駅
下車南東約800ｍ
（徒歩15分）

神戸港湾教育訓練協会
（実技会場）

公
園

至
明
石
方
面

至
大
阪
方
面

至
神
戸
空
港至神戸空港

みなとじま

市民広場

医療センター

ポートライナー三宮

ＩＫＥＡ

④　受講料

　　（申込先）

　　※　持参される場合の受付時間は、10時～16時（12時～13時は除く）。

（２）　納入された受講料は、受講票を発行した以後は、一切返金いたしません。

　　　受講票は、講習会初日の約５日前程度に所属事業場宛てに郵送いたします。

（３）　予約受付及び申込書受付期間

　　　平成23年７月11日（月）〜平成23年８月25日（木）必着

　　　ただし、期間にかかわらず定員（50名）に達ししだい締め切ります。

　　　（定員に空きがあれば、前日まで受付可能ですので、お問合せ下さい。）

４．修　了　証

法定の講習時間を受講し、学科実技共、修了試験に合格した方には修了証を交付いたし

ます。

４日のうち１日でも欠席の場合は不合格となります。

５．持　参　品

学科講習日：受講票・筆記具（えんぴつ・消しゴム）

実技講習日：受講票・ヘルメット・安全靴・作業服（長そで：運転の際は長そでで行い

　　　　　　ます）・カッパ（雨天の場合でも実施致します）

〒657－0043　神戸市灘区大石東町２丁目4－27  兵庫県トラック協会内
陸運労災防止協会兵庫県支部
電 話（078）８８２－５５５６
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関西
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　ＪＲ六甲道駅から徒歩約10分
　阪神新在家駅から徒歩約５分
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学 科 会 場
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実 技 会 場
神 戸 港 湾 教 育 訓 練 協 会

神戸市中央区港島８－１１－３

阪急三宮

ＪＲ三宮

中公園

神戸港

神　戸　港

ポ　ー　ト ア　イ　ラ　ン　ド

港島トンネル

北埠頭

中埠頭

南公園

ガソリン
スタンド

ポートライナー南公園駅
下車南東約800ｍ
（徒歩15分）

神戸港湾教育訓練協会
（実技会場）

公
園

至
明
石
方
面
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大
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面
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戸
空
港至神戸空港

みなとじま

市民広場

医療センター

ポートライナー三宮

ＩＫＥＡ

④　受講料

　　（申込先）

　　※　持参される場合の受付時間は、10時～16時（12時～13時は除く）。

（２）　納入された受講料は、受講票を発行した以後は、一切返金いたしません。

　　　受講票は、講習会初日の約５日前程度に所属事業場宛てに郵送いたします。

（３）　予約受付及び申込書受付期間

　　　平成23年７月11日（月）〜平成23年８月25日（木）必着

　　　ただし、期間にかかわらず定員（50名）に達ししだい締め切ります。

　　　（定員に空きがあれば、前日まで受付可能ですので、お問合せ下さい。）

４．修　了　証

法定の講習時間を受講し、学科実技共、修了試験に合格した方には修了証を交付いたし

ます。

４日のうち１日でも欠席の場合は不合格となります。

５．持　参　品

学科講習日：受講票・筆記具（えんぴつ・消しゴム）

実技講習日：受講票・ヘルメット・安全靴・作業服（長そで：運転の際は長そでで行い

　　　　　　ます）・カッパ（雨天の場合でも実施致します）

〒657－0043　神戸市灘区大石東町２丁目4－27  兵庫県トラック協会内
陸運労災防止協会兵庫県支部
電 話（078）８８２－５５５６
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陸上貨物運送事業労働災害防止協会 兵庫県支部

労働安全衛生法に係る技能講習実施計画表（平成23年度）

◆ フォークリフト運転技能講習（定員  50人／回）
    31時間講習（４日間）、11時間講習（２日間 ※印の科目を免除、但し、科目免除資格の証明が必要）

実施時期 講習科目（時間） 種類 実施場所

第２回
H23

９月

 2日（金） 8:30 ～ 17:40   
関係法令（１）力学（２）

装置の構造、取扱方法（４）
学科

兵ト協

研修会館

 4日（日） 8:00 ～ 17:10 走行の操作（８）※

実技

神戸港湾

教育訓練

センター

10日（土） 8:00 ～ 17:10 走行の操作（８）※

11日（日） 8:00 ～ 18:20 走行の操作（４）※ 荷役の操作（４）

第３回 11月

  2日（水） 8:30 ～ 17:40   
関係法令（１）力学（２）

装置の構造、取扱方法（４）
学科

兵ト協

研修会館

 6日（日） 8:00 ～ 17:10 走行の操作（８）※

実技

神戸港湾

教育訓練

センター

12日（土） 8:00 ～ 17:10 走行の操作（８）※

13日（日） 8:00 ～ 18:20 走行の操作（４）※ 荷役の操作（４）

第４回
H24

３月

 2日（金） 8:30 ～ 17:40   
関係法令（１）力学（２）

装置の構造、取扱方法（４）
学科

神戸市内

（予定）

 3日（土） 8:00 ～ 17:10 走行の操作（８）※

実技

神戸港湾

教育訓練

センター

10日（土） 8:00 ～ 17:10 走行の操作（８）※

11日（日） 8:00 ～ 18:20 走行の操作（４）※ 荷役の操作（４）

◆ はい作業主任者技能講習（定員  100人／回 2日間）

実施時期 講習科目（時間） 種類 実施場所

第３回 10月

19日（水） 9:00 ～ 17:00   
はいに関する知識（３）

人力作業に関する知識（５）

機械荷役に関する知識（３）

関係法令（１）

学科
兵ト協

研修会館
20日（木） 9:00 ～ 18:00

第４回 12月

14日（水） 9:00 ～ 17:00   
はいに関する知識（３）

人力作業に関する知識（５）

機械荷役に関する知識（３）

関係法令（１）

学科
兵ト協

研修会館
15日（木） 9:00 ～ 18:00

第５回
H24

2月

22日（水） 9:00 ～ 17:00   
はいに関する知識（３）

人力作業に関する知識（５）

機械荷役に関する知識（３）

関係法令（１）

学科
神戸市内

（予定）
23日（木） 9:00 ～ 18:00

※  諸般の事情により、日程、開催地、定員等を変更する場合があります。
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燃 料 価 格 情 報

“軽油は兵庫県下で買いましょう”

軽油「元売別」購入価格表（平成 23 年 6 月末現在）  　（単位：円／㍑）　　　

区分

集計月

ローリー 組 合 カ ー ド スタンド

平 均 平 均 平 均 平 均

平成22年７月 92.12 96.02 102.46 98.33

平成22年８月 90.93 93.14 100.48 101.71

平成22年９月 89.63 93.45 100.15 99.54

平成22年10月 87.09 90.40 98.47 97.29

平成22年11月 88.11 91.18 98.93 96.77

平成22年12月 89.96 90.61 98.86 98.37

平成23年１月 93.61 93.25 101.48 100.38

平成23年２月 95.56 95.93 103.77 102.45

平成23年３月 98.33 97.30 105.77 103.59

平成23年４月 106.82 104.08 112.96 113.78

平成23年５月 109.07 111.02 116.99 116.76

平成23年６月 105.65 109.19 116.20 114.31

平成23年７月 104.21 106.59 111.74 113.99

年 間 平 均 96.24 97.86 105.25 104.40

※前月分の価格データを集計しています。 （消費税抜き）

区分

元売名

ローリー 組 合 カ ー ド スタンド

平 均 平 均 平 均 平 均

新 日 本 103.95 108.00 114.30 116.50

出 光 103.05 109.50 111.63 110.00

Ｊ エ ナ ジ ー 104.00

コ ス モ 103.00 106.20 110.70 112.00

昭 和 シ ェ ル 103.55 103.50

モ ー ビ ル 102.70 115.00 125.00

エ ッ ソ 107.30 119.50

そ の 他 107.08 106.26 109.27 108.73

総 計 104.21 106.59 111.74 113.99

23
／
5

全国平均 106.97
調査なし

113.04 113.41

近畿平均 106.23 113.28 113.71

（消費税抜き）

軽油価格年間推移表（兵ト協調べ）  （単位：円／ ㍑）　　　
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入会届

入会年月日 支部名 種別 会社名 代表者名 主たる連絡先

23.６.20 東部
一般 

利用 

㈱ジャパンウエスト

トラフィック
岡 市 哲 男

〒664-0002

伊丹市荻野８丁目16番地

TEL 072-778-4848

FAX 072-778-4801

７.６ 東神戸 利用
㈱ブルーウエスト

ジャパン
石 川 伸 幸

〒664-0026

伊丹市寺本５丁目30-1

TEL 072-777-9900

FAX 072-744-1515

退会届

退会年月日 支部名 種別 会社名 代表者名

23.６.29  明石 一般  ㈱ 大一武田工務店 武 田       稔

７.１  西宮 一般  ソ リ オ 運 輸 ㈱ 金 谷 正 守

７.21 東部
一般

利用
マ ツ ダ 工 業 ㈱ 松 田       保

変更届

届出年月日 会員名簿
ページ数 変更事項 旧 新

23.６.20 11 住　所
㈱大一ファッションサービス

西宮市西宮浜３−33

〒650-0011

神戸市中央区下山手通8丁目7−5−101号

６.22 175 代表者
 信 栄 運 輸㈱

福 永 征 秀�・福 永 吉 秀�

福 永 征 秀�（会長）

福 永 吉 秀�（社長）

６.24 141 代表者
㈱宮 本 運 輸

宮 本 　 仁 宮 本 寿 宏

６.24 209 代表者
 石 栄 丸�㈱

濱 本 　 達 濱 本 　 勇

６.27 178 代表者
㈱太陽コーポレーション姫路

青 木 正 治 坂 口 静 子

６.23 61 代表者
 酒 井 陸 運㈱

酒 井 律 江 酒 井 　 誠

６.30 19 住　所
 ミ ナ ト 物 流㈱

尼崎市大浜町１丁目56−３

〒660-0095

尼崎市大浜町１丁目60

７.１ 172 住　所
㈲�香 山 商 運

たつの市龍野町富永757−１

〒679-4121

たつの市龍野町島田362−２
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７.１ 183 代表者
  播信ビジネスサービス㈱

川 﨑 哲 雄 玉 田 昌 弘

７.１ 63 代表者
㈱大 神

浅 田 　 力 浅 田 茂 子

７.１ 149 住　所
 木 庭 運 送㈱

高砂市高砂町木曽町553−１

〒675-0025

加古川市尾上町養田1562−１

７.４ 183 代表者
 ハリマ興業運輸㈱

内 海 正 則 内 海 秀� 夫

７.６ 125 住　所
 平 野 カ ー ゴ�㈱

千葉県成田市三里塚光ヶ丘1065

〒651-2313

神戸市西区神出町田井1320−58

７.６ 180 代表者
 東 洋 テ ッ ク㈱

森 田 義 信 村　上　健次郎

７.11 123 代表者
 大 伸 通 商㈱

桑 田 昭 雄 篠 田 　 勝

７.14 93 代表者
㈲�伊 川 運 輸

大 森 光 男 水 野 成 二

７.19 61 代表者
㈱コープムービング

橋 本 隆 一 藤 波 　 透

かなしみ

年月日 支部名 氏　　　　　名 会　　　社　　　名

23.7.20 淡路 木 田 忠 司 ㈱ 三 共 運 輸
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月日 行　　事　　名 場  所 月日 行　　事　　名 場  所

７・１ 兵庫県大気環境保全連絡協議会総会 兵 庫 県
中央労働センター ７・26 三木会 兵 ト 協

４ 兵ト協　幹部会 兵 ト 協 28 兵青協HOT21「定例会」 神 戸 大 井
神戸市中央区

ひょうごエコタウン推進会議第１回事業化検討会議 ひ ょ う ご
環境創造協会 29 運行管理者基礎講習 神 戸 海 洋

博 物 館

５ 物流政策委員会 兵 ト 協 全ト協　税制問題小委員会 「国立京都国際会館」
５ 階

全ト協　ダンプカー部会（総会） 京 都 市
「全日空ホテル」 重量・鉄鋼部会「平成 23 年度総会」 第 一 楼

６ 重量・鉄鋼部会「正副部会長・監事合同会議」 兵 ト 協 ー 8月の予定ー

全ト協　第 43 回広報委員会 全 ト 協 ８・１ 平成 23 年度第１回運行管理者試験事前研修会 兵 庫 県
農 業 会 館

全卜協　第 36 回環境対策専門委員会 全 ト 協 ３ 本部・支部事務局連絡会議 兵 ト 協

大阪湾播磨灘定例会議（総会） 神 戸 第 ２
地方合同庁舎 支部指導員・本部適正化指導員合同会議 兵 ト 協

交通安全県民大会準備会議 兵 庫
県 民 会 館 陸運災防指導員会議 兵 ト 協

重量・鉄鋼部会「役員会」 兵 卜 脇 本部・支部事務局意見交換会 兵 ト 協

７ 兵庫県高圧ガス大会実行委員会 兵庫県立産業会館
２F特A会議室 KTS 正副会長会議 スイスホテル

南 海 大 阪

平成 23 年度兵庫労働安全衛生表彰式 神 戸 市
産業振興センター ４ 神戸市自動車公害対策推進連絡会 神戸市役所

産業安全運動 100 年記念兵庫ゼロ災推進大会 神 戸 市
産業振興センター 省エネルギー・環境経営のススメセミナー 神 戸 商 工

会 議 所

８ 防災シンポジウム 神 戸
ポートピアホテル 兵ト協　交付金運営委員会 兵 ト 協

平成 23 年度取扱総会・研修会 ホテルオークラ
神 戸 兵ト協ニュース事業者選定 兵 ト 協

11 近ト協　幹事会・事業者大会準備委員会 京 都 ５ 運行管理者基礎講習 港湾労働者
福祉センター

交通対策委員会 兵 ト 協 女性経営者部会五ブロック正副会長会議 ホテルオークラ
神 戸

全ト協　広報業務担当者会議 国 立
京都国際会館 第 68 回税制対策委員会 全 ト 協

12 本部研修センター建設等検討委員会 兵 ト 協 兵青協　「評議員会」 兵 ト 協

兵青協　「役員会」 兵 ト 協 10 ダンプ部会情報交換会 兵 ト 協

兵ト協　総務委員会 兵 ト 協 交通事故調査研究報告会 兵庫県警察本部
本館21F大会議室

自動車関係団体連絡会 自動車会館 11 全ト協　第 44 回広報委員会 全 卜 協

13 全ト協　第 15 回情報化推進委員会 全 ト 協 13 兵庫県警察白バイ安全運転競技大会 運 転 免 許
試 験 場

14 海コン部会役員会 兵 ト 協 18 本部研修センター等建設検討委員会 兵 ト 協

全国専務理事業務連絡会議 全 ト 協 22 兵ト協　常任理事会・理事会合同会議 兵 ト 協

海コン部会総会 兵 ト 協 25 全ト協　常任理事会

神戸市道路利用者会議理事会及び総会 ひ ょ う ご
女性交流会館 27 近畿フォークリフト運転競技大会 滋 賀 県

「クレフイール湖東」

兵庫県道路利用者協会平成 23 年度理事会・総会 ひ ょ う ご
女性交流会館 28 平成 23 年度第１回運行管理者試験 神戸ファッション

マート（予定）

15 夏の交通事故防止運動 兵庫県内 ー 9月の予定ー

環境対策委員会 兵 ト 協 ９・１ 兵ト協　幹部会 兵 ト 協

全ト協　第 14 回経営改善委員会 全 ト 協 ２ フォークリフト運転技能講習 兵 ト 協

16 KTS 正副会長会議 大 成 閣 ３ 近畿ブロック青年経営者研修会 スイスホテル
南 海 大 阪

KTS 配車担当者（管理者）研修会 大 成 閣 ４ フォークリフト運転技能講習〔実技〕 （社）神戸港湾教育
訓 練 協 会

17 夏の交通安全フェア 2011 「サンシャインワーフ神戸」
南 側 広 場 平成 23 年度合同防災訓練 朝 来 市

19 近畿地区高速道路パトロール実施機関連絡協議会定例会 大 阪 府
トラック総合会館６F601号 ６ グリーン経営講習会 京 ト 協

研修センター

20 はい作業主任者技能講習会 兵 ト 協 全ト協　「第７回利用運送・積合部会」 「主婦会館」
東京都千代田区

兵ト協　正・副会長会議 神戸市内 10 フォークリフト運転技能講習〔実技〕 （社）神戸港湾教育
訓 練 協 会

21 はい作業主任者技能講習会 兵 ト 協 取扱部会「平成 23 年度見学会」 三菱自動車
水島製作所

22 天狼会　例会 兵 ト 協 11 フォークリフト運転技能講習〔実技〕 （社）神戸港湾教育
訓 練 協 会

23 ドライバーコンテスト兵庫県大会 明 石
運転免許試験場 26 交通安全祈願祭並びに交通事故犠牲者慰霊祭 生田神社

26 輸送秩序確立委員会 兵 ト 協 交通安全県民大会 県 公 館


